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議  事  概  要 

 

横見部会長： 

それでは、ただ今から第１９７回近畿船員部会を開催いたします。 

あらかじめお配りしております「第１９６回船員部会」の議事録につきま

して、ご承認をお願いしたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

横見部会長： 

無いようですので、ご承認をいただいたものとして取り扱わせていただき

ます。 

次に、議題１の「管内の雇用等の状況」について、運輸局からご説明 

をお願いいたします。 

 

土本船員労政課長： 

それでは「令和７年１月分管内雇用状況」につきまして、ご説明させてい

ただきます。 

１．職業紹介状況 

①求人関係 

新規求人数は、６５人（前月比＋１８人、３８．３％の増、前年同月

比：－１３人、１６．７％の減）となっています。 

月間有効求人数は、１３６人（前月比－１８人、１１．７％の減、前年

同月比：＋１人、０．７％の増）となっています。 

②求職関係 

新規求職者数は、１３人（前月比＋２人、１８．２％の増、前年同月

比：－１人、７．１％の減）となっています。 

月間有効求職者数は、２９人（前月比＋３人、１１．５％の増、前年同

月比－１人、３．３％の減）となっています。 
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③成立状況 

当月の成立数は、６人（前月比：＋２人、５０％の増、前年同月比：＋

３人、１００％の増）となっています。 

④職員・部員別成立者内訳 

職種別の内訳は、甲板部職員３人、機関部職員１人、甲板部部員１人、

機関部部員０人、事務部部員１人となっています。 

年齢別については、１０歳代１人、２０歳代０人、３０歳代２人、４

０歳代２人、５０歳代１人、６０歳代０人、７０歳代０人となってい

ます。 

２．新規求人・求職者の取扱実績 

①職種別内訳 

新規求人の職種別内訳は、職員４３人（甲板部２４人、機関部１９人、

無線部０人、事務部０人）、部員２２人（甲板部１６人、機関部３人、

無線部０人、事務部３人）となっています。 

新規求職の職種別内訳は、職員１０人（甲板部７人、機関部３人、無線

部０人、事務部０人）、部員３人（甲板部２人、機関部１人、無線部０

人、事務部０人）となっています。 

②新規求職者の退職理由 

内訳は、船舶所有者の都合が０人、定年退職０人、雇用期間満了０人、

本人の申し出８人、自己の健康０人、倒産０人、就労中１人、不明４人

となっています。 

③新規求職者の年齢別 

３０歳未満３人、３０歳代３人、４０歳代４人、５０歳代１人、６０歳

以上２人となっています。５０歳以上は３人で占める割合は２３．１％、

３０歳未満の占める割合は２３．１％です。 

３．失業等給付金支給状況 

当月末の受給資格者数は１７人で、基本手当の支払実人数は５人、給付

件数は６件となっています。給付金額は６６８，７４３円です。前月は６

人、給付件数は６件、給付金額は７１２，２９６円でした。 
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それから、高年齢求職者給付金が１件３５３，２５０円、再就職手当が

３件、２，１２１，８６１円、就業促進定着手当が０件０円よって、当月

支給額計は、３，１４３，８５４円となります。 

 

４．月間有効求人倍率の推移 

１月の近畿船員は４．６９倍で、前月比－１．２３ポイント、前年同

月比、＋０．１９ポイントとなっています。 

 

５．近畿運輸局、月間有効求人・求職状況 

①月間有効求人は１３６人で、このうち、新規求人者数は６５人となって

います。 

当局の紹介による求人側の成立は３人、他局成立は０名でございました。 

求人の取り消しは４２人で、理由の内訳は有効期限切れ４２人、自己応

募・縁故により採用０人、会社都合により取り下げ０人、その他は０人

となっています。 

 

②月間有効求職者は２９人で、前月との差は＋３人でした。 

当局の紹介による求職側の成立は２人、他局成立は２人でした。 

求職の取り消しは１０人で、理由の内訳は期限切れ４人、自己応募・縁

故により採用１人、自己都合により取り下げ５人、その他０人となって

います。 

 

６．全国運輸局別の有効求人、有効求職、成立数、有効求人倍率 

①１２月の全国の月間有効求人数は、３，０４７人で、前月比２２８人

減の９３．０％、前年同月比１７７人減の９４．５％となっています。 

②１２月の全国の月間有効求職数は、５３９人で、前月比４４人減の９

２．５％、前年同月比１０５人減の８３．７％となっています。 

③１２月の全国の成立数は、２８人で、前月比１８人減の６０．９％、

前年同月比２人減の９３．３％となっています。 



－6－ 

④１２月の全国船員の有効求人倍率は季節調整値により５．２４倍とな

っています。１２月の全国陸上は季節調整値により１．２５倍となっ

ています。 

以上が管内の雇用等の状況でございます。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございます。 

 資料１、２、３についてご質問等ございますでしょうか。  

 

三輪委員： 

 資料１の３ページ目の就職促進給付の再就職手当と就業促進定着手当、就

業手当、これらの支給要件を教えてください。資料２のところで、今回の管

内の成立者数は２名で、再就職手当の方は今回３件と書かれているので、こ

の数字はどのようにリンクするのかを知りたいです。 

 これは前の月の成立した方が再就職手当をもらうというものでしょうか。 

 

土本船員労政課長： 

 再就職手当は、受給資格をお持ちの方が、待機期間終了後、職業安定所の

紹介で就職された方が受給できます。 

 

三浦海事振興部次長： 

 求職者の給付は、受給の申し込みをしてから１週間は待機期間というのが

あって、それが終わった後に基本手当の支給が開始されるのですが、その基

本手当をもらっている間に就職が決まった人については、そこから先は再就

職手当という形に変わると言ったほうがいいでしょうか。 

 退職後にもらえる期間というのは人それぞれで、失業保険を支払っている

額によって変わってきます。その差は多少あるけれども、基本的には基本手

当をもらった後に再就職手当となるかと思います。就職が決まった場合に、

残りの給付期間の保障がつく手当という感じです。 
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三輪委員： 

 手厚いですね。そうしますと、定着手当というのはその後の何か月後に給

付されるのでしょうか。 

 

土本船員労政課長： 

 就職促進定着手当というのは、再就職から６か月働いた結果、離職前お給

料よりも下がってしまった場合、雇用保険の基本手当の日額の差額をお支払

いすることができる仕組みでございます。 

 

三輪委員： 

 理解しました。ありがとうございます。 

 

横見部会長： 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 お願いします。 

 

開委員： 

 資料２の 6 ページ、月間有効求職者について、右側の欄、最近１月に求

職の申込みをされた方で、申し込んですぐ、非常に早い時期、２日か３日で

取消しをされている方が５名ぐらいおられていて、これは自己都合による取

り下げかと思いますが、詳細な理由はわかりますか。 

 

土本船員労政課長： 

 最近は海のハローワークネットで申し込む場合があるので、ネットで申し

込まれて、すぐに 30 社ぐらいの会社から電話の申し込みが殺到するので、

それが嫌になったかもしれません。 

 

開委員： 

 決まらないけれども、いっぱい勧誘が来るのを嫌ってということですか。 

 



－8－ 

土本船員労政課長： 

 雇用保険をもらっている方でしたら手続して、当局で就職成立とするので

すが、雇用保険をもらっていない場合は、就職が決まっても当局への連絡な

しで、ハローワークネットで取り消しができます。 

 

開委員： 

 簡単に取り消しができるからそういう方が多くなったのでしょうか。 

 

土本船員労政課長： 

 はい。最近は自己都合の取消しが、多くなっていると感じています。 

 

横見部会長： 

 ほか、よろしいでしょうか。 

無いようですので、次に議題３の「その他」に入ります。 

 運輸局の方から説明をお願いします。 

 

三浦海事振興部次長： 

資料４を説明申し上げます。 

まず、令和６年１２月分の内航海運の輸送動向調査の概要ですが、貨物船

と油送船を合計した輸送量は前年同月比 ９６％となっております。 

貨物船は 鉄鋼、原料（石灰石・スラグ）、雑貨が増加 

燃料（石炭、コークス）、紙・パルプ、自動車、セメントは減少 

油送船は ケミカル、高温液体が増加 

黒油、白油、高圧液化、耐腐食は減少したようです。 

１２月の貨物船の輸送量は、前年同月比９７％、前月比１０２％となって

います。 

鉄鋼は １０２％、一部では船腹不足から次月に繰り越す貨物が見られた

ようです。 

原料は １００％、 金属鉱や原料の大宗貨物である石灰石の輸送が回復

しているが、スラグ、非金属鉱は減少のようです。 
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燃料は  ９７％、 コークスに増加が見られたようですが、石炭は前月

から一部の石炭火力発電所の修理が発生したため減少しているようです。  

紙・パルプは ８６％、 パルプは増加し、紙、木材は減少となり、全体

としても低調に推移したようです。 

雑貨は １０１％、 一般雑貨では、北海道発の砂糖の輸送量がなかった

が、公共工事向けのコンクリート製品の輸送が好調に推移したようです。 

自動車は ８９％、 低調な輸送が継続中のようです。 

セメントは ９５％、 低調な輸送が継続中のようです。 

続きまして、油送船の輸送量ですが、前年同月比９５％で、前月比１０

８％となっています。 

黒油（こくゆ）は ９０％、 火力発電所の需要自体が盛り上がりに欠け

る状況となっているようです。 

白油（はくゆ）は ９６％、 一部製油所の装置トラブルや定修も終わっ

たほか、北日本の気温が低く推移したため灯油の本格的な輸送が始まったが、

今まで順調だったジェット燃料油の需要が落ち着いたこともあり白油全体と

して減少しているようです。 

それでは３ページ以降、貨物ごとの状況です。１２月の対前年比欄と、右

側の対前月の欄をご覧下さい。 

鉄鋼ですが、 前年同月比で １０２．５%、対前月比は １０６．３% 

原料は、   前年同月比で １００．４%、前月比では １０７．７% 

燃料は、   前年同月比で ９６．６%、前月比では １１７．２% 

紙・パルプは、前年同月比で ８５．７%、前月比では １０４．８% 

雑貨は、   前年同月比で １００．７%、前月比では ９５．４% 

自動車は、  前年同月比で  ８９．３%、前月比では ９０．９% 

セメントは、 前年同月比で  ９５．０%、前月比では １０６．１% 

 

貨物船全体の輸送量は、１，７３０万トンで 

前年同月比で ９７．０%、対前月比では １０２．５%となっています。 

 

黒油（こくゆ）は、前年同月比で ９０．０%、前月比では １０８．５% 
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白油（はくゆ）は、前年同月比で ９５．９%、前月比では １０７．５% 

ケミカルは、   前年同月比で １０２．４%、前月比では １０５．３% 

一般タンカーの輸送量は、７７９万８千トンで 

前年同月比で  ９４．８%、対前月比では １０７．５%となっています。 

 

続きまして、 

高圧液化は、  前年同月比で ９１．７%、前月比では １１１．５% 

高温液体は、  前年同月比で １１１．３%、前月比では ９２．９% 

耐腐食は、   前年同月比で ９３．８%、前月比では １０５．０% 

特タン船の輸送量は、９９万９千トンで 

前年同月比で ９３．８%、対前月比では １０７．３%となっており、 

全てのタンカーの合計は、 ８７９万７千トンで 

前年同月比で ９４．７%、対前月比では １０７．５%となっています。 

 

次に資料５、令和６年１２月における長距離フェリーの輸送実績でござい

ます。 

１２月の欄と、右のほうの対前月、対前年同月比のところをご覧ください。 

まずは「トラック」ですが、 

北海道方面では、１２，０１８台となっており、前月比が ８９．９%、

前年比１０２．５% 

北九州方面では、３３，５３３台となっており、前月比が ９４．３%、

前年比 ９７．４% 

中九州方面では、１０，９２４台となっており、前月比が ９２．５%、

前年比１１３．０% 

南九州方面では、１３，７６５台となっており、前月比が１０８．７%、

前年比１０２．８% 

 

次のページの「旅客」では、 

北海道方面では、 

６，５９６人となっており、前月比が ６８．５%、前年比１１８．６% 
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北九州方面では、 

７５，９２０人となっており、前月比が ８４．７%、前年比１０２．６% 

中九州方面では、 

３０，７９５人となっており、前月比が ８０．１%、前年比１１７．８% 

南九州方面では、 

２６，６４６人となっており、前月比が ９２．０%、前年比１０４．８%

となっています。 

 

最後に、次のページの「乗用車」では、 

北海道方面では、 

２，４６２台となっており、前月比が ８７．０%、前年比１１７．９% 

北九州方面では、 

２３，０４１台となっており、前月比が ８８．４%、前年比 ９８．３% 

中九州方面では、 

４，９１３台となっており、前月比が ９３．５%、前年比１１８．８% 

南九州方面では、 

７，６４３台となっており、前月比が ９７．４%、前年比１０４．２% 

となっています。 

 

トラックは、南九州の航路が増加しているようですが、その他の航路は対前

月比減のようです。北九州航路では、前月比、前年比ともに減少しているよ

うです。 

旅客は、北海道航路、北九州航路、中九州航路では、ここ数年の同月比の中

では最多のようです。南九州の航路は、前年同月比では増加しているようで

す。 

乗用車については、すべての航路において、前月比は減少していますが、こ

こ数年の同月比の中で最多のようです。 

 

私からの説明・報告は以上です。 
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横見部会長： 

 ありがとうございました。 

それでは、これまでの説明についてご質問等ございますでしょうか。 

よろしいですか。 

 それでは、次に、船員政策や船員労働全般に関わる様々な問題につきまし

て、ご意見や情報等ございましたらご発言をお願いいたします。 

 まず、労働者委員のほうから、何かございましたらお願いします。 

 

佐藤委員： 

３月に入れば海員春闘が始まります。先日、うちの機関会議が開催されまし

て、中央交渉と呼ばれる、全内航、内航二団体、そして大型カーフェリーと

いうところの要求内容が既に業界紙等で出ておりますが、披露させていただ

きます。 

 まず、内航オペレーター、また大手会社が所属する内航二団体というとこ

ろでございますが、ここについては、標令給と職務給の二本立てで基本給が

構成されておりまして、まず、標令給のほうが18歳のところを１％アップ、

金額にすると1760円のベースアップ要求になります。職務給につきまして

は各職4.43％の改善というところで、金額にすると、低いところで１万180

円、高いところで１万8590円のベースアップ要求になります。 

 続きまして、全内航でございますが、こちらについても標令給と職務給の

二本立てで基本給が構成されておりまして、標令給のほうは、こちらは１％、

1760円のベースアップ要求、そして、職務給のほうにつきましては各職

4.47％というところで、金額にすると、低いところで１万240円、高いとこ

ろで１万7220円のベースアップ要求になります。 

 続きまして、大型カーフェリーでございますが、こちらについては標令給

が１％アップ、金額にすると1750円のベースアップ要求、そして、職務給

につきましては、低いところで9330円から高いところで２万120円の職務給

の改善というところのベースアップ要求になっております。 

 あとは、内航につきましては船内衛生作業手当、トイレ掃除を行った際の

手当を現行金額の倍にする要求と、あと大型カーフェリーにつきましては特
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別休暇の改善、喪主と非喪主で区別がついておりますので、区別なくするよ

う要求を決定しました。２月末に、船団に対して要求書を提出した上で、３

月３日、第１回交渉がスタートするというところでございます。 

 去年に続きまして、今年もベースアップ、昨年以上の賃上げに対する機運

は高まっておりまして、やはりこの社会情勢、物価高騰、そして後継者確保

育成の観点から労働条件の改善が必要不可欠であるという考えのもと、春闘

に入っていくというところでございます。 

 以上でございます。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございました。 

 ほか、労働者委員のほうから何かございますか。 

 お願いします。 

 

小林委員： 

 ４月の万博に際して水素燃料電池船を就航するということで伺っておりま

す。水素を取り入れるということで、我々組合員の方々が運航するに当たっ

ての安全面とか、そういったところを今やっているところでありますが、会

社のほうも運輸局のほうに運航の申請も上げるかと思うんですけれども、そ

れに水素を使った研修もしくは訓練を言ってきているということで会社から

伺っております。 

 それに対して、局のほうはどういう展開で考えておられるのかということ

を伺いたいと思います。というのは、我々組合員の方が水素を取り扱って、

場合によっては危険な状況になるということで、局のほうがどんな対応で考

えてやっておられるのかなというところをお聞かせいただきたいと思いまし

て、よろしくお願いします。 

 

三浦海事振興部次長： 

 水素燃料電池船「まほろば」についての平水区域における許可申請、万博

対応に伴ったものが出てきているかと思います。 
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 これについては、海上運送法に基づいた安全管理規程について、安全な教

育訓練とか従来ベースの部分では取り組んできているとは思います。それに

ついての確認作業もしてきているところでございます。 

 一方で、今の水素燃料の関係での安全についての考え、局としてどう考え

ているかということについて知りたいということですけれども、まほろばは、

船員法適用外ということもあり、指導の対象外ではありますが、水素燃料の

取扱い等については、現状としては新しい動きということもあって、本省の

ほうで実際に安全の部分についての確認等が行われているかと思います。今

現在では、それの情報をこちらでも共有していただきながら、進めていくん

じゃないかなとは思っています。 

 

浦委員： 

 基本的には本省のほうへ全て申請を上げているという理解でいいのか。許

可申請はここでしょう。 

 

三浦海事振興部次長： 

 許可申請は、近畿運輸局が受け、近畿運輸局管内で事業許可に関しての取

扱い等について確認中という状況にあるかと思います。それ以上のことはま

だ分からないところです。 

 ただ、水素燃料に関する安全というんですかね、乗組員への教育訓練に関

しての動きについては、知っている範囲で言うと、本省のほうと実際に大阪

水上バスとの間でやり取りしていて、何か水素燃料電池船の安全のガイドラ

インというのですかね、そのガイドラインに沿った形での動きを事業者に確

認をとっているような感じはします。 

 

小林委員： 

 訓練に関してとか研修に関して、本省の船員政策課と共有しているという

ことでいいんですか。 

 

三浦海事振興部次長： 
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 それはある程度の動きが出てくれば、情報共有をやっていくかと思います

けれども、許可関連は海上運送法の関係なのでうちの旅客課から多分内航課

のほうにいくんだと思うんですね。どっちかというと船員の関係、今回は一

応平水区域ということですので船員法の適用外が基本ベースになっているか

と思うんですけれども、それについては、船員政策課と事業者でやっている

情報を入手していきたい思っております。 

 

浦委員： 

 令和３年に国土交通省が出したガイドラインに基づいて建造されたという

ことも確認もしたし、特段ガイドライン等はないと思うけれども、研修につ

いても岩谷かどこかでちゃんと実施されたことも本省で確認しているという

理解でよろしいですか。 

 

三浦海事振興部次長： 

 そうです。 

 

浦委員： 

 もちろんここの会社の皆さんは労基法適用ですが、やっぱり船舶安全法も

そうだし、船舶職員法もそうだし、極めて国交省が関連する話なので、平水

だから知らないよなんて言わないで、確実に管理監督していただきたいと思

います。 

 本省のほうとも連携して、情報も共有していただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

三浦海事振興部次長： 

 了解しました。 

 

横見部会長： 

 ほか、労働者委員のほうからいかがでしょう。 
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佐藤委員： 

 先日、独立行政法人海技教育機構から各関係者宛てに、令和８年度から、

海技免状３級取得者を採用した企業に協力金を求める旨の文書が送られたと

耳にしました。過去振り返れば、2019年ごろに、運営交付金の削減に伴っ

て練習船に乗り組む実習生の食料金を自己負担とする案が浮上したことがあ

って、そのときも海員組合として猛烈に反対して一旦白紙になったという経

緯があったのですが、今度は企業に対して協力金の要請ですかというところ

で、やはりこれもどうなのかなと思います。 

 協力金、25万円という金額でしたけれども、協力する会社、協力しない

会社が出てくるでしょう。恐らくそうなってくると、秩序が乱れてくるので

はないかとか、協力金をしてくれる会社に優秀な生徒を送り込むが、協力し

ない会社にはもう推薦しないとか、そういったことも裏では出てきたりもす

るのではと懸念されます。 

 ですので、海洋立国日本において、国が船員後継者を確保・育成しなけれ

ばいけない中で企業にそういう協力金をお願いするというのは筋違いではな

いかと思うので、ぜひこういう船員部会の場でしっかり議論した上で、ここ

で議論したところで解決するものではないかもしれませんが、船員部会とし

ての方向性や意見を、皆さんの考えも聞きながら、上申していただきたい案

件かと思います。いかがでしょうか。 

 

浦委員： 

 使用者側の意見を聞いてみたいよね。 

 聞いたところでは、ちゃんと払うと言っている会社もあれば、悩んでいる

会社もあるという話ですが。 

 

土屋委員： 

協力金を払うことで人が集まるという実例が出てくれば、払うところが増

えるかもしれません。 

 

佐藤委員： 
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 そもそも運営交付金が削減されていく中での苦肉の策だとは思いますが、

予算が取れないというのが原因であって、やはり学校運営というのを強いも

のにしていかなければこういったことになって、最終的には崩壊していくと

いうことになる話だと私は思いますので、ぜひ国交省さんには頑張っていた

だいて、しっかりと船員確保に繋がる予算を計上していただきたいと思いま

す。 

 

三浦海事振興部次長： 

 予算化等については多分本省サイドも一生懸命いろいろとできるだけ時間

を割いて取り組んでいるとは思うんですけれども、なかなか交付金の維持存

続というのは確かに大きな課題ではある部分だと思うんですよ。 

 これから、５年間の中期目標に向かって、来年か再来年かに動き出すとい

うところにきているし、大きな変化の時期でもあるんでしょうね。 

 そんな中ではあるけれども、交付金については、確かにチャレンジはする

けれども、結局もう一方的に削減の動きというのはＪＭＥＴＳに限らず、独

法は全体的に来ていると思うので、もともと人が多いところ、乗組員が多い

団体の額というのはでかいですよね。だから、減という部分が目につくよう

に大きく下がっている実態はあるとは思います。ただ、なかなかそれを、一

方向だけじゃなくて全体的な動きが今後ちょっといい方向に動いてほしいと

いうのは期待しているところですので、あとは本省さんに頑張っていただき

たいというところです。 

 なかなか、おいしいデータとして伝えたい部分の気持ちはあるけれども、

増えるかどうかというのが、ちょっとすみませんという感じです。 

 確かに先、どんどん厳しくなるよねというのは多分どこも一緒なんですよ

ね。その中でも、維持はしなきゃいけないという中での苦肉の策としての一

つ一つの案件が少しずつ協力要請という形に変わってきているんじゃないか

なという感じですよね。それがいいとは言い切れないけれども、維持してい

くためにどうにかよろしくというお願いベースの動きじゃないかなと思いま

す。なかなか厳しい状況かと思います。 
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佐藤委員： 

 それぞれ企業の体力も違う中で、お金を持っている会社は優秀な船員が集

まってくるような時代が来るんじゃないかと思っていて、それもどうかなと

いうふうに私は思いますけれども。 

 

三浦海事振興部次長： 

 確かにそうですね。でも、今言われた部分は、要は差が出るようなことが

ないようにということについては、連絡はしていきたいなというふうに思い

ます。協力した、しないじゃなくて、同じ事業者としてできるというような

要望、話が出たよということだけは伝えておきたいなと思います。 

 一方で、要望したところで、出してあげたところにとっては自分のところ

に来てほしいから出しているというのも一方ではあると思うんですよね。お

互いそれぞれの考えもあるかなという部分もあるんで、そこはどう判断する

かはちょっとお任せしますが、話としては出たんで、それは伝えておきたい

なとは思います。 

 

横見部会長： 

 ありがとうございます。 

 この件については、ほかよろしいでしょうか。 

 ほか、では、労働者委員から何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 

佐藤委員： 

 以前に内航船の仮バースの話をこの船員部会でさせていただいたことがあ

ると思います。働き方改革でスケジュールが緩和された中で、やはり沖アン

カーではなくて、しっかり岸壁に着けてリフレッシュが必要だというところ

で、この近畿管内の港湾管理者等に掛け合っていただいて、少しでも多くの

内航船が休める場所をぜひ確保してくださいというところで発言させてもら

ったことがありますが、その後何か動きがあれば、ぜひ提供していただきた

い。 
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三浦海事振興部次長： 

 関連するところと私のコンタクトというのはなかなかなくて、実態として

はまだ動きが渋っている現状でございますけれども、できるだけチャンスが

あったら広めたいなと思っております。 

 

佐藤委員： 

 今ある仮バースの着けられる場所が限られているので拡大してほしいのと

併せて、ある程度めどが仮バースを予約するのですが、連休に港を見てみる

と、全然止まっていないという状況があります。それは、もちろん船ですか

ら急にスケジュールが変わることもあって、着ける予定だったのがキャンセ

ルになったと。ただ土日祝日となると港湾管理者が受け付けてくれない。目

の前のバースが空いているのに着けられないといったことが実際発生してお

ります。 

 なので、船舶は24時間365日稼働しています。今の時代にこんなことを言

うのもどうかと思いますけれども、船からの要請に応じて港に着けられるよ

うなシステムというのを構築してもらいたいなと思います。 

 

三浦海事振興部次長： 

 要は人の受付じゃなくてもシステムだけで予約できるようにということで

すね。 

 

佐藤委員： 

 そうです。 

 

三浦海事振興部次長： 

 予約解除する人はちゃんと解除してよという話ということですよね。 

 

佐藤委員： 

 そういうことです。 
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三浦海事振興部次長： 

 費用の問題があるでしょうが、話としては、確かにそういうふうなことが

できたらすごい皆さん便利になるのかなと思うので、ちょっと機会があった

ら伝えておきたいとは思います。 

 

佐藤委員： 

 お願いします。 

 

横見部会長： 

 ほか、労働者委員のほうから何かございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 では、続いて使用者委員のほうから何かございますでしょうか。 

 

土屋委員： 

 ２月９日に開催された海技者セミナーには私どもも参加させて頂きました。

非常に多くの人が来ていて、会場も広く参加企業数も多かったということで、

大盛況だったというふうに聞いております。 

 一方で、バスで来られている学校さんが非常に多かったのですが、バスの

滞留時間が１時間半ぐらいしかないとのことで、事前に選んでおいた目的の

会社さんに行ったらもうさっと帰るといったことが非常に多く見受けられま

した。集まる会社は非常に集まる、人が来ない会社はあまりこないと言う状

況だったようです。 

 今までだとちょっと時間あるから寄っていこうかと覗いてくれる人が割と

多かったんですけれども、今回はバスの都合で非常に人の流れが早かったと

いう声は現地から上がっていました。 

 もしできることなら、バスの時間を例えば２時間か３時間ぐらい滞在でき

るようにすると、予定はしていなかったけれどちょっと見てみようという会

社が出てくるのかなというふうに思いましたので、ご報告をさせていただき

ます。全体的にはすごくよかったということで、来年もまた参加させていた

だきますので、ぜひよろしくお願いします。  
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横見部会長： 

ほか、使用者委員のほうから何かございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

公益委員の皆さんはいかがでしょうか。 

 

横見部会長： 

 事務局のほうからはいかがでしょうか。 

 

横見部会長： 

 それでは本日の部会は終了いたします。 

次回は３月２６日（水）１６時００分からとなっておりますので、皆様よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

(配付資料) 
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